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広島県情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問２(情)第６号） 

 

第１ 審査会の結論 

広島県教育委員会（以下「実施機関」という。）は，本件審査請求の対象と

なった行政文書部分開示決定及び行政文書不開示決定で不開示とした情報

のうち，別表に掲げる部分を開示すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 開示の請求 

審査請求人は，令和２年６月30日付けで，広島県情報公開条例（平成13年

広島県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に

対し，広島県における「令和元年度実施教員採用選考試験」（あるいはそれに

相当する名称）に関する行政文書の開示の請求（以下「本件請求」という。）

をした。 

 

２ 本件請求に対する決定 

実施機関は，本件請求に対し，次のとおり，令和２年度（令和元年度実施）

広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験（以下「本件選考試験」と

いう。）に関する行政文書を特定した上で，開示決定等を行い，それぞれ令和

２年８月25日付けで審査請求人に通知した。 

(1) 行政文書部分開示決定 

ア 対象文書 

(ｱ) 第１次選考試験選考基準 

(ｲ) 第２次選考試験選考基準 

(ｳ) 実技評価表 

(ｴ) グループワーク評定票 

(ｵ) 面接試験（集団面接）評定票 

(ｶ) 面接試験（個人面接）評定票 

(ｷ) 模擬授業試験評定票 

イ 不開示理由 
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条例第10条第６号に該当 

(2) 行政文書不開示決定 

ア 対象文書 

(ｱ) グループワーク実施要領 

(ｲ) 面接試験（集団面接）実施要領 

(ｳ) 模擬授業試験実施要領 

(ｴ) 面接試験（個人面接）実施要領 

イ 不開示理由 

条例第10条第６号に該当 

(3) 行政文書不開示決定（不存在） 

ア 対象文書 

(ｱ) 論文試験の問題 

(ｲ) 試験時間，集団面接の方法並びに問題及び試験結果の開示について

の対応に係る情報 

イ 上記アの行政文書を保有していない理由 

作成又は取得していないため 

(4) 行政文書開示決定 

・ 対象文書 

別紙 基本的な問題構成等【中学校国語，外国語，高等学校国語，外

国語を除く中学高校各教科】 

 

３ 審査請求 

審査請求人は，令和２年９月６日付けで，上記２(1)の行政文書部分開示決

定及び(2)の行政文書不開示決定（以下「本件処分」という。）を不服として，

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第２条の規定により，実施機関に対

し審査請求を行った。 

 

４ 本件処分の一部の変更 

実施機関は，本件審査請求を踏まえ，本件処分のうち上記２(1)の行政文書

部分開示決定で不開示とした一部の情報については，開示しても教員採用候
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補者選考試験の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはないものと判断したと

して，次のとおり本件処分の一部を変更し，令和２年11月13日付けで審査請

求人に通知した。 

(1) 対象文書 

面接試験（個人面接）評定票のうち「面接試験（個人面接）評定票（Ａ）」

及び「面接試験（個人面接）評定票（Ｂ）」 

(2) 新たに開示する部分 

「職務経験の内容」の一部 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消し，上記第２の２(1)ア及び(2)アの対象文書（以下「本

件対象文書」という。）の公開を求める。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が，審査請求書及び反論書で主張している審査請求の理由は，

おおむね次のとおりである。 

不開示部分について，個人情報に関すること以外の部分については，全て

公開するものとすること。同様の議論は既に静岡県でなされているため，静

岡県情報公開審査会の平成17年10月25日付け答申を付し，これら主張を援用

する。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が，弁明書で説明する本件処分を行った理由は，おおむね次のと

おりである。 

１ 第１次選考試験選考基準 

(1) 第１次選考試験選考基準は，本件選考試験の第１次選考試験（以下単に

「第１次選考試験」という。）の合格者を選考するに当たっての具体的な選

考基準を示したものであり，「令和２年度（令和元年度実施）広島県・広島

市公立学校教員採用候補者選考試験≪第１次選考試験合格者選考基準≫」
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を表題とする文書（以下「第１次選考基準１」という。）に「選考対象」，

「選考方法」，「配点」，「個人面接，集団面接及びグループワークの評定」，

「合格者数」及び「一定の基準に達しない場合について」に係る情報が，

「令和２年度（令和元年度実施）広島県・広島市公立学校教員採用候補者

選考試験「グローバル人材を対象とした特別選考【外国人留学生等】」の別

枠選考方法」，「令和２年度（令和元年度実施）広島県・広島市公立学校教

員採用候補者選考試験「障害のある者を対象とした特別選考」の別枠選考

方法」及び「令和２年度（令和元年度実施）広島県・広島市公立学校教員

採用候補者選考試験「社会人を対象とした特別選考」の別枠選考方法」を

表題とする文書（これらの文書を総称して以下「第１次選考基準２」とい

う。）に「採用人数」，「試験項目」，「志願者数」及び「選考方法」に係る情

報が記載されている。 

これらの情報のうち不開示としたのは，第１次選考試験選考基準１に記

載されている「配点」，「個人面接，集団面接及びグループワークの評定」

及び「一定の基準に達しない場合について」である。 

(2) 「配点」には，第１次選考試験の試験項目である「教職に関する専門教

育科目」，「教科（養護・栄養）に関する専門科目」，「個人面接（スポーツ

実績のある者を対象とした特別選考のみ），集団面接」及び「グループワー

ク」の各配点が記載されており，不開示としたのは，「個人面接（スポーツ

実績のある者を対象とした特別選考のみ），集団面接」及び「グループワー

ク」の各配点である。 

各配点は，採点の基準に応じた配点のウエイトを示すものであり，この

ような選考に係る詳細な基準を公開すると，受験者が高得点を得るための

偏った受験対策を講ずることが十分に予想される。その結果，受験者の資

質や教員としての適性を正確に判断し，教員としてふさわしい人物を採用

することが困難となり，公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及ぼすお

それ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあるた

め，条例第10条第６号イ及びニに該当する。 

(3) 「個人面接，集団面接及びグループワークの評定」には，具体的な配点

に係る説明，評定区分及び点数換算の方法に関する情報が記載されており，
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不開示としたのは，評定区分及び点数換算の方法に関する情報が記載され

た部分である。 

これらの不開示とした情報は，選考試験を行うに当たり，評価の方法は

人事上の評価をする際の判定方法を示すものであり，このような人事管理

における具体的な評価の方法が開示されれば，公正かつ円滑な採用事務の

確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難

にするおそれがあるため，条例第10条第６号イ及びニに該当する。 

(4) 「一定の基準に達しない場合について」には，一定の基準に達しない場

合に関する具体的な選考基準の内容が記載されており，不開示としたのは，

具体的な選考基準の全てが記載された部分である。 

この部分は，「一定の基準に達しない場合について」の具体的な取扱いに

関するものであり，これを開示することにより受験者に無用な混乱を招く

こと，また，受験者が苦手な科目について一定の基準をクリアすれば良い

といったような偏った受験対策を講じることが予想され，その結果，受験

者の資質や教員としての適性を正確に判断し，教員としてふさわしい人物

を採用することが困難となり，公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及

ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれが

あるため，条例第10条第６号イ及びニに該当する。 

また，広島県情報公開・個人情報保護審査会（第４において以下「審査

会」という。）による平成27年１月５日付け答申（諮問25(情)第17号。以下

「答申１」という。）においても，上記(2)，(3)及び(4)の不開示情報につ

いては，不開示が妥当であると答申されていることから，同様に不開示と

することが妥当である。 

 

２ 第２次選考試験選考基準 

(1) 第２次選考試験選考基準は，「令和２年度広島県・広島市公立学校教員採

用候補者選考試験≪第２次選考試験採用候補者名簿登載者選考基準≫」を

表題とする文書（以下「第２次選考基準１」という。）に「基本原則」，「採

用候補者名簿登録者数」，「配点」，「面接試験及び模擬授業の評定」，「選考

方法」及び「一定の基準に達しない場合について」に係る情報が，「令和２
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年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験≪現職教員を対象と

した特別選考試験 採用候補者登載者選考基準≫」を表題とする文書（以

下「第２次選考基準２」という。）に「基本原則」，「採用候補者名簿登載者

数」，「選考試験の評価」及び「選考方法」に係る情報が，「令和２年度広島

県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験（第２次選考）「障害のある者

を対象とした特別選考」の別枠選考方法」を表題とする文書（以下「第２

次選考基準３」という。）に「採用人数」，「試験項目」，「受験者数」及び「選

考方法」に係る情報が，「令和２年度広島県・広島市公立学校教員採用候補

者選考試験≪グローバル人材を対象とした特別選考【教職経験者（英語）】

採用候補者登載者選考基準≫」を表題とする文書（以下「第２次選考基準

４」という。）に「基本原則」，「採用候補者名簿登載者数」，「受験者数」「選

考試験の評価」及び「選考方法」に係る情報が記載されている。 

これらの情報のうち不開示としたのは，第２次選考基準１に記載されて

いる「配点」，「面接試験及び模擬授業の評定」及び「一定の基準に達しな

い場合について」並びに第２次選考基準２及び第２次選考基準４に記載さ

れている「選考方法」である。 

(2) 第２次選考基準１に記載されている「配点」には，本件選考試験の第２

次選考試験（以下単に「第２次選考試験」という。）の具体的な配点に係る

説明，合計点及び配点のウエイトが記載されており，不開示としたのは，

配点のウエイトである。 

不開示とした理由は，上記１(2)と同様である。 

(3) 第２次選考基準１に記載されている「面接試験及び模擬授業の評定」に

は，具体的な配点に係る説明，評定区分（ＡからＦまで）及び評定区分の

ＡからＦまでの各評語に係る具体的な点数が記載されており，不開示とし

たのは，点数換算の方法及び評定区分のＡからＦまでの各評語に係る具体

的な点数の部分である。 

不開示とした理由は，上記１(2)と同様である。 

また，審査会による平成26年２月10日付け答申（諮問24（情）第106号。

以下「答申２」という。）においても，上記(2)及び(3)の不開示情報につい

ては，不開示が妥当であると答申されていることから，同様に不開示とす
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ることが妥当である。 

(4) 第２次選考基準１に記載されている「一定の基準に達しない場合につい

て」には，一定の基準に達しない場合に関する具体的な選考基準の内容が

記載されており，不開示としたのは，具体的な選考基準の全てが記載され

た部分である。 

不開示とした理由は，上記１(4)と同様である。 

(5) 第２次選考基準２及び第２次選考基準４に記載されている「選考方法」

には，一定の基準に達しない場合に関する具体的な選考基準の内容及び採

用予定数が少ない校種，教科における選考方法が記載されており，不開示

としたのは，一定の基準に達しない場合に関する具体的な選考基準の内容

の部分である。 

不開示とした理由は，上記１(4)と同様である。 

 

３ 実技評価表 

(1) 実技評価表は，第２次選考試験における実技試験において受験者を評価

するための文書であり，「受験番号」，「氏名」，「得点」，「評価の観点」，「配

点」，「評価」及び「採点上の注意」に係る情報が記載されている。これら

の情報のうち不開示としたのは，「得点」，「配点」，「評価」及び「採点上の

注意」である。 

(2) 「得点」，「配点」，「評価」及び「採点上の注意」は，実技試験における

総得点，配点のウエイト及び実技に対する評価であり，これを不開示とし

た理由は，上記１(2)と同様である。 

また，審査会による平成24年３月13日付け答申（諮問(情)第597号）にお

いても，当該不開示情報については，不開示が妥当であると答申されてい

ることから，同様に不開示とすることが妥当である。 

 

４ グループワーク評定票 

(1) グループワーク評定票は，第１次選考試験の試験項目であるグループワ

ークの評定結果を記載するためのものであり，「実施日」，「会場」，「評定者

印」，「グループ」，「記号」，「受験番号」，「評定項目」，「評価の観点」，「具
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体的評価を記入する欄」及び「総合評定」に係る情報が記載されている。

これらの情報のうち不開示としたのは，「具体的評価を記入する欄」及び

「総合評定」である。 

(2) 「具体的評価を記入する欄」及び「総合評定」は，人事上の評価をする

際の判定方法を示すものである。 

この情報は，受験者個々の所作に応じて個別に判定を行っているもので

あり，これを開示すると，何をどう評価するかという具体的な評価の基準

が明らかとなり，その結果，受験者がそれを意識した偏った行動をとるこ

とにより，受験者の資質や教員としての適性を正確に判断することが困難

になり，公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事

務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため，条例第10条第

６号イ及びニに該当する。 

また，答申１においても，当該不開示情報については，不開示が妥当で

あると答申されていることから，同様に不開示とすることが妥当である。 

 

５ 面接試験（集団面接）評定票 

(1) 面接試験（集団面接）評定票は，第１次選考試験における集団面接Ａ及

び集団面接Ｂの評定結果を記載するためのものであり，「実施日」，「試験

場」，「グループ」，「評定者印」，「座席番号」，「受験番号」，「氏名」，「評定

項目」，「評定」，「特記事項」，「人物総評」及び「総合評定」で構成されて

いる。これらの情報のうち不開示としたのは，「評定」及び「特記事項」で

ある。 

(2) 「評定」には，評価の方法に関する情報が記載されており，不開示とし

たのは，評定の表題部分を除いた具体的な評価の方法に係る情報である。 

不開示とした理由は，上記４(2)と同様である。 

(3) 「特記事項」は，評価する際の観点を記述したものであり，不開示とし

たのは，特記事項を記載するための具体的な内容である。 

この情報は，得点化がなじまないものを一定の裁量をもって評価するた

めの基準であり，総合評価に関する情報である総合評定のＡからＦまでの

各評語の説明と一体化した情報である。この情報を開示すると，受験者が
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高得点を得るための偏った受験対策を講ずることが十分に予想される。そ

の結果，受験者の資質や教員としての適性を正確に判断し，教員としてふ

さわしい人物を採用することが困難となり，公正かつ円滑な採用事務の確

保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難に

するおそれがあるため，条例第10条第６号イ及びニに該当する。 

 

６ 面接試験（個人面接）評定票 

(1) 面接試験（個人面接）評定票は，第２次選考試験における個人面接Ａ及

び個人面接Ｂ，現職教員を対象とした特別選考試験における個人面接Ⅰ及

び個人面接Ⅱ，社会人及びスポーツ実績のある者を対象とした特別選考試

験並びにグローバル人材を対象とした特別選考試験【教職経験者（英語）】

（以下単に「グローバル人材を対象とした特別選考試験」という。）におけ

る個人面接において受験者を評価するためのものである。個人面接Ａ及び

個人面接Ⅱ（以下「Ａ面接」という。）は，「実施日」，「試験場」，「校種・

教科（科目）」，「受験番号」，「氏名」，「性別」，「評定者印」，「評定項目」，

「着眼点」，「特記事項」，「総合評定」及び「人物総評」で構成され，個人

面接Ｂ及び個人面接Ⅰ（以下「Ｂ面接」という。）は，「特記事項」を除き，

Ａ面接と同様の項目のほか，「聴取事項」を加えた内容で構成され，社会人，

スポーツ実績のある者を対象とした特別選考試験における個人面接（以下

「Ｃ面接」という。）は，Ａ面接と同様の項目のほか，「評定」及び「職務

経験の内容」を加えた内容で構成され，グローバル人材を対象とした特別

選考試験における個人面接（以下「Ｄ面接」をいう。）は，Ａ面接と同様の

項目のほか，「評定」及び「聴取事項」を加えた内容で構成されている。 

これらの情報のうち，不開示としたのは，Ａ面接については「着眼点」

及び「特記事項」であり，Ｂ面接については，「着眼点」及び「聴取事項」

であり，Ｃ面接については，「着眼点」，「評定」及び「特記事項」であり，

Ｄ面接については，「着眼点」，「評定」，「聴取事項」及び「特記事項」であ

る。 

(2) 「着眼点」 

「着眼点」には，具体的な評価の観点及びこれに係る評価の方法並びに
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評価項目が記載されており，これらの情報のうち不開示としたのは，評価

の方法である。この情報は，選考試験を行うに当たり，評価の方法は人事

上の評価をする際の判定方法を示すものであり，このような人事管理にお

ける具体的な評価の方法が開示されれば，公正かつ円滑な採用事務の確保

に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にす

るおそれがあるため，条例第10条第６号イ及びニに該当する。 

(3) 「聴取事項」及び「特記事項」 

「聴取事項」は，選考に関する具体的な評価の基準が記載されており，

不開示としたのは，この情報に関する項目及び具体的な内容である。 

「特記事項」は，評価をする際の観点を記述したものであり，不開示と

したのは，「特記事項」を記載するための具体的な内容である。 

不開示とした理由は，上記５(3)と同様である。 

(4) 「評定」 

「評定」には，評定区分及び評定区分を決定するための記録部分が記載

されており，不開示としたのは，評定の表題部分を除いた具体的な評価の

方法に係る情報である。 

不開示とした理由は，上記(2)と同様である。 

また，答申２においても，上記(2)，(3)及び(4)の不開示情報については，

不開示が妥当であると答申されていることから，同様に不開示とすること

が妥当である。 

 

７ 模擬授業試験評定票 

(1) 模擬授業試験評定票は，第２次選考試験，現職教員を対象とした特別選

考試験及びグローバル人材を対象とした特別選考試験における模擬授業

の評定結果を記載するためのものであり，「実施日」，「試験場」，「受験番号」，

「評定者印」，「校種等」，「教科（科目）」，「氏名」，「性別（男・女）」，「評

定項目」，「着眼点」，「総合評定」及び「総評」で構成されている。これら

の情報のうち不開示としたのは，「着眼点」及び「総評」の一部である。 

(2) 「着眼点」には，評価の方法及び評価項目が記載されており，これらの

情報のうち不開示としたのは，評価の方法である。 
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不開示とした理由は，上記６(2)と同様である。 

(3) 「総評」は，評価する際の観点を記述したものであり，不開示としたの

は，総評を記載するための具体的な内容である。 

不開示とした理由は，上記４(2)と同様である。 

また，答申２においても，上記(2)及び(3)の不開示情報については，不

開示が妥当であると答申されていることから，同様に不開示とすることが

妥当である。 

 

８ グループワーク実施要領 

(1) グループワーク実施要領は，第１次選考試験の試験項目であるグループ

ワークを実施するためのものであり，「実施方法」，「実施手順」及び「評定

について」が記載されている。 

(2) 当該実施要領は，グループワーク評定者に対して行う事前説明会で配布

し，グループワーク試験における具体的な評価方法や評価における留意事

項等について説明を行うために用いるものである。 

評価の方法については人事上の評価をする際の判定方法を示すもので

あり，また，評価における留意事項等については直接的に評価する方法を

記載したものではないものの，試験委員への説明に使用する情報であるた

め，これらが開示された場合，説明会の形態及び試験内容の一部が明らか

となることにつながることから，このような人事管理における具体的な評

価の方法が開示されれば，公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及ぼす

おそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある

ため，条例第10条第６号イ及びニに該当する。 

 

９ 面接試験（集団面接）実施要領 

(1) 面接試験（集団面接）実施要領は，第１次選考試験の試験項目である面

接試験（集団面接）を実施するためのものであり，「実施方法」，「評定及び

判定」，「質問例」等が記載されている。 

(2) 当該実施要領は，試験委員に対して行う事前説明会で配布し，面接試験

における具体的な評価方法や評価における留意事項等について説明を行
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うために用いるものである。 

不開示とした理由は，上記８(2)と同様である。 

 

10 模擬授業試験実施要領 

(1) 模擬授業試験実施要領は，第２次選考試験，現職教員を対象とした特別

選考試験及びグローバル人材を対象とした特別選考試験の試験項目であ

る模擬授業試験を実施するためのものであり，試験の「方法」，「評価及び

評定」，「模擬授業委員の対応」等が記載されている。 

(2) 当該実施要領は，模擬授業試験委員に対して行う事前説明会で配布し，

模擬授業試験における評価方法や留意事項等について説明を行うために

用いるものである。 

不開示とした理由は，上記８(2)と同様である。 

また，答申２においても，当該不開示情報については，不開示が妥当で

あると答申されていることから，同様に不開示とすることが妥当である。 

 

11 面接試験（個人面接）実施要領 

(1) 面接試験（個人面接）実施要領は，第１次選考試験，第２次選考試験，

現職教員を対象とした特別選考試験及びグローバル人材を対象とした特

別選考試験の試験項目である面接試験（個人面接）を実施するためのもの

であり，「実施方法」，「評定及び判定」及び「質問事例」等が記載されてい

る。 

(2) 当該実施要領は，面接試験委員に対して行う事前説明会で配布し，面接

試験における具体的な評価方法や評価における留意事項等について説明

を行うために用いるものである。 

不開示とした理由は，上記８(2)と同様である。 

また，答申２においても，当該不開示情報については，不開示が妥当で

あると答申されていることから，同様に不開示とすることが妥当である。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件対象文書について 
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本件対象文書は，本件選考試験における次の行政文書である。 

(1) 第１次選考試験選考基準 

(2) 第２次選考試験選考基準 

(3) 実技評価表 

(4) グループワーク評定票 

(5) 面接試験（集団面接）評定票 

(6) 面接試験（個人面接）評定票 

(7) 模擬授業試験評定票 

(8) グループワーク実施要領 

(9) 面接試験（集団面接）実施要領 

(10) 模擬授業試験実施要領 

(11) 面接試験（個人面接）実施要領 

実施機関は，本件対象文書には，条例第10条第６号に該当する情報が含ま

れているとして，当該部分を不開示とし，本件処分を行ったと説明している。 

このうち，実施機関は，上記第２の４のとおり，面接試験（個人面接）評

定票の一部の情報を開示しても本件選考試験の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれはないものと判断したとして，本件処分の一部を変更し開示している。 

このため，当審査会では，実施機関がなお不開示とすべきとしている部分

について，以下，判断する。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

条例第10条第６号は，「県の機関又は国，独立行政法人等，他の地方公共団

体，地方独立行政法人若しくは地方公社が行う事務又は事業に関する情報で

あって，公にすることにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」

を不開示とするべき情報として規定し，その典型的なものとして同号にイか

らホまでが掲げられている。 

実施機関は，本件対象文書で不開示とした部分を開示することにより，同

条第６号に掲げるおそれのうち，「イ 監査，検査，取締り，許可，認可，徴

税又は試験に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違



- 14 - 

 

法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれ」

及び「ニ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれ」があると説明している。 

本件対象文書は，全て本件選考試験に係る行政文書であるが，それぞれ独

立したものであることから，各文書について，同条第６号該当性の検討を行

う。 

(1) 第１次選考試験選考基準 

ア 本件対象文書のうち第１次選考試験選考基準（以下「本件対象文書Ａ」

という。）は，第１次選考試験の合格者を選考するに当たっての具体的な

基準を定めるために，実施機関が作成した文書である。 

本件対象文書Ａのうち，第１次選考基準１は，「１ 選考対象」，「２ 選

考方法」，「３ 配点」，「４ 個人面接，集団面接及びグループワークの評

定」，「５ 合格者数」及び「６ 一定の基準に達しない場合について」に

係る情報で，第１次選考基準２は，「１ 採用人数」，「２ 試験項目」，「３ 

志願者数」及び「４ 選考方法」に係る情報で構成されている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち，第１次選考基準１の「３ 配点」の

一部並びに「４ 個人面接，集団面接及びグループワークの評定」及び「６ 

一定の基準に達しない場合について」に係る情報を不開示とし，その理

由は，上記第４の１(2)から(4)までのとおり説明している。 

ウ 当審査会は，本件請求に類似する事案の別件答申において，本件対象

文書のような教員採用候補者選考試験に関する行政文書に記載されて

いる情報のうち，評価の観点に係る情報については，実施機関が求める

教員に必要とされる資質等を表したものであって，これを公表したとし

ても，実施機関が求める資質を伸ばすよう努力した受験者について選考

を行うこととなり，選考試験の目的が損なわれるおそれはなく，むしろ，

選考試験の目的によりかなうことになると考えられることから，評価の

観点に係る情報は開示すべきであると判断してきた。 

そして，評価の方法に係る情報については，それが選考に当たっての

実施機関の具体的な評価の方法に関するものである場合，そのような情

報を公にすると，公正かつ円滑な人事の確保に支障が生じるおそれがあ
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ることは否定できないなどの理由によって不開示を妥当と判断してき

たところである。 

一方で，当審査会は，平成24年３月13日付け答申（諮問(情)第597号）

の第５の「４ 付言」において，「今後の社会情勢の動向や社会的な要請

などを踏まえて，採用選考基準の公表内容の拡充などを検討し，より一

層，採用選考の透明性の向上と公教育への信頼性の確保を推進していく

ことが望まれる」ことを述べ，実施機関に対し，教員採用候補者選考試

験に関する情報公開の拡充についても要請している。 

このようなことから，実施機関が引用する答申１の施行から現在まで

の時の経過や各都道府県の教員採用候補者選考試験における情報の公

表状況を踏まえると，本件対象文書で不開示とされている情報が，選考

に当たっての実施機関の具体的な評価の方法に関するものであっても，

それを公にした場合の条例第10条第６号イ及びニに掲げるおそれの有

無を改めて検討する必要があると判断したことから，以下，このような

視点も含めた上で検討を行う。 

エ 当審査会において，本件対象文書Ａを見分したところ，「３ 配点」に

係る不開示部分には，第１次選考試験の試験項目である個人面接（スポ

ーツ実績のある者を対象とした特別選考のみ），集団面接及びグループ

ワークの配点が記載されていた。 

当該不開示部分は，配点によって試験項目ごとの重み付けを示したも

のであるから，評価の方法に係る情報ということができるものの，一方

で，試験項目ごとに配分された点数という数値の側面から，実施機関が

求める教職員像を表したものと捉えることもできるため，評価の観点に

係る情報でもあるということができる。 

また，当該不開示部分のような試験項目ごとの配点については，他の

地方公共団体においても，少なからず公開されているところであり，そ

のことで具体的な支障が発生している事例は見受けられず，実施機関も

そのような事例を把握していない。 

そうすると，「３ 配点」に係る不開示部分を公にしたとしても，実施

機関の公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用



- 16 - 

 

事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあるとは認められ

ない。 

オ 次に，「４ 個人面接，集団面接及びグループワークの評定」に係る不

開示部分には，第１次選考試験の試験項目である個人面接，集団面接及

びグループワークに係る評定区分及び点数換算の方法についての情報

が表形式で記載されていた。 

当該不開示部分のうち，まず，この表の左端の列及び１行目の情報は，

試験項目の名称とその受験対象者を示したものであって，平成32年度広

島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験実施要項（以下「受験者

向けの実施要項」という。）で公表されている。 

そして，この表の２行目に記載されている情報のうち，試験項目ごと

の評定区分に関する情報の一部は，既に他の本件対象文書で開示されて

いるものである。また，その他の評定区分に関する情報については，評

定方法として通常想定される範囲内のものと認められる。 

次に，点数換算の方法に関する情報からは，２種類の情報を読み取る

ことができる。これらは，確かに，評価の方法に係る情報ではあるもの

の，一つ目の情報は，上記エで判断した「３ 配点」に係る不開示部分の

情報からすると，その内容は一般的なものであって，それが明らかにな

ることで，本件選考試験の適正な遂行に支障を及ぼすほどのおそれが生

じるとは考えられない。また，二つ目の情報は，「３ 配点」で既に開示

されている情報から判明するものである。 

そうすると，「４ 個人面接，集団面接及びグループワークの評定」に

係る不開示部分を公にしても，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の確

保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難

にするおそれがあるとは認められない。 

カ 次に，「６ 一定の基準に達しない場合について」に係る不開示部分に

は，第１次選考試験において，一定の基準に達しない場合の具体的な取

扱いが記載されていた。 

当該不開示部分には，第１次選考試験の選考基準として，試験項目，

教科ごとに具体的な取扱いが記載されている。当該部分を公にすると，
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受験者が特定の試験項目，教科に絞った受験対応を行うことが可能とな

り，そうすると，競争試験ではなく選考によって教員を採用するという

本件選考試験の趣旨を損なうことにつながるため，実施機関の公正かつ

円滑な人事の確保に支障が生じるおそれ及び採用事務に関し正確な事

実の把握を困難にするおそれがあることは否定できない。 

ただし，当該不開示部分のうち１行目から２行目までの部分について

は，当該情報が受験者向けの実施要項の６(1)の「選考の方法」で示され

ている「一定の基準に達しない試験項目等がある場合は，採用候補者名

簿に登載されません」との内容を受けて記載された情報にすぎないこと

から，これを公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の

確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困

難にするおそれがあるとは認められない。 

キ 以上のことから，本件対象文書Ａのうち，「６ 一定の基準に達しない

場合について」に係る不開示部分の３行目から13行目までの部分は，条

例第10条第６号に該当し不開示とすることが妥当であるが，「３ 配点」

及び「４ 個人面接，集団面接及びグループワークの評定」に係る不開示

部分並びに「６ 一定の基準に達しない場合について」に係る不開示部分

うちの１行目から２行目までの部分は，開示すべきである。 

(2) 第２次選考試験選考基準 

ア 本件対象文書のうち第２次選考試験選考基準（以下「本件対象文書Ｂ」

という。）は，本件選考試験の採用候補者を選考するに当たっての具体的

な基準を定めるために，実施機関が作成した文書である。 

本件対象文書Ｂのうち，第２次選考基準１は，「１ 基本原則」，「２ 採

用候補者名簿登録者数」，「３ 配点」，「４ 面接試験及び模擬授業の評定」，

「５ 選考方法」及び「６ 一定の基準に達しない場合について」に係る

情報で，第２次選考基準２は，「１ 基本原則」，「２ 採用候補者名簿登載

者数」，「３ 選考試験の評価」及び「４ 選考方法」に係る情報で，第２

次選考基準３は，「１ 採用人数」，「２ 試験項目」，「３ 受験者数」及び

「４ 選考方法」に係る情報で，第２次選考基準４は，「１ 基本原則」，

「２ 採用候補者名簿登載者数」，「３ 受験者数」「４ 選考試験の評価」
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及び「５ 選考方法」に係る情報で構成されている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち，第２次選考基準１の「３ 配点」及

び「４ 面接試験及び模擬授業の評定」の一部並びに「６ 一定の基準に

達しない場合について」並びに第２次選考基準２の「４ 選考方法」の一

部並びに第２次選考基準４の「５ 選考方法」の一部に係る情報を不開示

とし，その理由は，上記第４の２(2)から(5)までのとおり説明している。 

ウ 当審査会において，本件対象文書Ｂを見分したところ，第２次選考基

準１の「３ 配点」に係る不開示部分には，第２次選考試験の試験項目ご

との配点が記載されていた。 

当該不開示部分のような配点に係る情報は，上記(1)エで判断したと

おり，評価の方法に係る情報ということができるものの，一方で，試験

項目ごとに配分された点数という数値の側面から，実施機関が求める教

職員像を表したものと捉えることもできるため，評価の観点に係る情報

でもあるということができる。 

また，当該不開示部分のような試験項目ごとの配点については，他の

地方公共団体においても，少なからず公開されているところであり，そ

のことで具体的な支障が発生している事例は見受けられず，実施機関も

そのような事例を把握していない。 

そうすると，第２次選考基準１の「３ 配点」に係る不開示部分を公に

したとしても，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及ぼ

すおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれが

あるとは認められない。 

エ 次に，第２次選考基準１の「４ 面接試験及び模擬授業の評定」に係る

不開示部分には，第２次選考試験の試験項目である個人面接及び模擬授

業試験に係る点数換算の方法及び評定区分のＡからＦまでの各評定に

割り当てられた点数についての情報が記載されていた。 

当該不開示部分は，確かに，評価の方法に係る情報ではあるものの，

上記ウで判断した「３ 配点」に係る不開示部分の情報と同項で既に開示

されている情報からすると，その内容は一般的なものであって，それが

明らかになることで，本件選考試験の適正な遂行に支障を及ぼすほどの
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おそれが生じるとは考えられない。 

そうすると，第２次選考基準１の「４ 面接試験及び模擬授業の評定」

に係る不開示部分を公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な採用

事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把

握を困難にするおそれがあるとは認められない。 

オ 次に，第２次選考基準１の「６ 一定の基準に達しない場合について」，

第２次選考基準２の「４ 選考方法」及び第２次選考基準４の「５ 選考

方法」に係る不開示部分には，第２次選考試験，現職教員を対象とした

特別選考試験及びグローバル人材を対象とした特別選考試験において，

一定の基準に達しない場合の具体的な取扱いが記載されていた。 

当該不開示部分には，第２次選考試験等の選考基準として，試験項目，

教科ごとに具体的な取扱いが記載されている。上記(1)カの判断と同様

に，当該部分を公にすると，受験者が特定の試験項目，教科に絞った受

験対応を行うことが可能となり，そうすると，競争試験ではなく選考に

よって教員を採用するという本件選考試験の趣旨を損なうことにつな

がるため，実施機関の公正かつ円滑な人事の確保に支障が生じるおそれ

及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあること

は否定できない。 

ただし，当該不開示部分のうち，第２次選考基準１の「６ 一定の基準

に達しない場合について」の１行目から４行目まで（３行目の４文字目

から４行目の７文字目までの部分を除く。）の部分については，当該情報

が受験者向けの実施要項の６(1)の「選考の方法」で示されている「一定

の基準に達しない試験項目等がある場合は，採用候補者名簿に登載され

ません」との内容を受けて記載された情報にすぎないことから，これを

公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を

及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそ

れがあるとは認められない。 

カ 以上のことから，本件対象文書Ｂのうち，第２次選考基準１の「６ 一

定の基準に達しない場合について」の３行目の４文字目から４行目の７

文字目まで及び５行目から14行目までの不開示部分並びに第２次選考
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基準２の「４ 選考方法」に係る不開示部分並びに第２次選考基準４の

「５ 選考方法」に係る不開示部分は，条例第10条第６号に該当し不開示

とすることが妥当であるが，第２次選考基準１の「３ 配点」及び「４ 面

接試験及び模擬授業の評定」の不開示部分並びに「６ 一定の基準に達し

ない場合について」の１行目から４行目まで（３行目の４文字目から４

行目の７文字目までの部分を除く。）の不開示部分は，開示すべきである。 

(3) 実技評価表 

ア 本件対象文書のうち実技評価表（以下「本件対象文書Ｃ」という。）は，

第２次選考試験の試験項目である教科等実技試験の評価結果を記載す

るため，実施機関が作成した書式である。 

本件対象文書Ｃは，「受験番号」，「氏名」，「得点」，「評価の観点」，「配

点」，「評価」，「採点上の注意」等に係る情報で構成されている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち「得点」，「配点」，「評価」及び「採

点上の注意」に係る情報を不開示とし，その理由は，上記第４の３(2)の

とおり説明している。 

ウ 当審査会において，本件対象文書Ｃを見分したところ，「得点」に係る

不開示部分には評価の対象となる実技の総得点が，「配点」に係る不開示

部分には「評価の観点」に対応した点数が，「採点上の注意」に係る不開

示部分には実技に対する評価の方法が記載され，「評価」に係る不開示部

分は「配点」に対応した評価を記載するための欄が設けられていた。 

当該不開示部分のうち，「配点」に係る不開示部分では，評価の観点ご

とに配分された点数によって実技ごとの重み付けが行われており，「採

点上の注意」に係る不開示部分では，「評価の観点」に対応した実技の評

価基準に関する情報が示されている。これらを公にすると，受験者が特

定の実技や教科に絞った受験対応を行うことが可能となり，そうすると，

競争試験ではなく選考によって教員を採用するという本件選考試験の

趣旨を損なうことにつながるため，実施機関の公正かつ円滑な人事の確

保に支障が生じるおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難

にするおそれがあることは否定できない。 

一方で，「得点」に係る不開示部分は，本件対象文書Ｂの第２次選考基
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準１の「３ 配点」に係る不開示部分を開示することにより，その内容は

明らかになる。また，「評価」に係る不開示部分は，実技試験の評価者が

受験者の実技内容を評価した際の評価内容を記載するための欄にすぎ

ない。 

そうすると，これらを公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な

採用事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実

の把握を困難にするおそれがあるとは認められない 

したがって，本件対象文書Ｃのうち，「配点」及び「採点上の注意」に

係る不開示部分は，条例第10条第６号に該当し不開示とすることが妥当

であるが，「得点」及び「評価」に係る不開示部分は，開示すべきである。 

(4) グループワーク評定票 

ア 本件対象文書のうちグループワーク評定票（以下「本件対象文書Ｄ」

という。）は，第１次選考試験の試験項目であるグループワークの評定結

果を記載するため，実施機関が作成した書式である。 

本件対象文書Ｄは，「グループ」，「記号」，「受験番号」，「評定項目」，

「総合評定」，具体的評価を記入する欄等の情報で構成されている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち「総合評定」及び具体的評価を記入

する欄に係る情報を不開示とし，その理由は，上記第４の４(2)のとおり

説明している。 

ウ 当審査会において，本件対象文書Ｄを見分したところ，「総合評定」に

係る不開示部分には，総合評定に当たっての留意事項と評定結果を示す

情報が記載されていた。また，具体的評価を記入する欄に係る不開示部

分には，グループワークの評定者が評定項目及び総合評定に対応した評

定結果を記載するための欄が設けられていた。 

「総合評定」に係る不開示部分のうち，そこに記載されている総合評

定に当たっての留意事項は，評定者が評定結果を記載するときの留意事

項であって，具体的な評価の方法とまではいえない。また，評定結果を

示す情報については，上記(1)オで開示すべきと判断した本件対象文書

Ａの「４ 個人面接，集団面接及びグループワークの評定」に係る不開示

部分を開示することにより，その内容は明らかになる。そして，具体的
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評価を記入する欄に係る不開示部分は，上記のとおり評定項目及び総合

評定に対応した評定結果を記載するための欄にすぎない。 

そうすると，これらを公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な

採用事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実

の把握を困難にするおそれがあるとは認められない。 

したがって，本件対象文書Ｄに係る不開示部分は，開示すべきである。 

(5) 面接試験（集団面接）評定票 

ア 本件対象文書のうち面接試験（集団面接）評定票（以下「本件対象文

書Ｅ」という。）は，第１次選考試験の試験項目である集団面接の評定結

果を記載するため，実施機関が作成した書式である。 

本件対象文書Ｅは，「座席番号」，「受験番号」，「氏名」，「評定項目」，

「評定」，「特記事項」，「人物総評」，「総合評定」等に係る情報で構成さ

れている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち「評定」及び「特記事項」に係る情

報を不開示とし，その理由は，上記第４の５(2)から(3)までのとおり説

明している。 

ウ 当審査会において，本件対象文書Ｅを見分したところ，「評定」に係る

不開示部分には，集団面接の評定区分に関する情報が，「特記事項」に係

る不開示部分には，評定に当たっての総括的な観点に関する情報が記載

されるとともに，「評定」及び「特記事項」に対応した評定結果を記載す

るための欄が設けられていた。 

確かに，「評定」に係る不開示部分の，集団面接の評定区分に関する情

報は，評価の方法に係る情報ではあるものの，面接のような試験項目で

あれば想定される範囲内の内容であり，また，どの程度の応答内容であ

れば，いずれの区分と評価されるのかといった基準や評定項目ごとの重

み付けは明らかになっていない。 

次に，「特記事項」に係る不開示部分の，評定に当たっての総括的な観

点に関する情報については，面接のような試験項目においては一般的な

ものと認められる。 

そして，「評定」及び「特記事項」に対応した評定結果を記載するため
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の欄は，単なる記載欄にすぎない。 

そうすると，これらを公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な

採用事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実

の把握を困難にするおそれがあるとは認められない。 

したがって，本件対象文書Ｅに係る不開示部分は，開示すべきである。 

(6) 面接試験（個人面接）評定票 

ア 本件対象文書のうち面接試験（個人面接）評定票（以下「本件対象文

書Ｆ」という。）は，第２次選考試験における個人面接Ａ及び個人面接Ｂ，

現職教員を対象とした特別選考試験における個人面接Ⅰ及び個人面接

Ⅱ並びに社会人，スポーツ実績のある者及びグローバル人材を対象とし

た特別選考試験における個人面接において受験者を評価するため，実施

機関が作成した書式である。 

Ａ面接の評定票（以下「Ａ面接評定票」という。）は，「校種」，「教科

（科目）」，「受験番号」，「氏名」，「性別」，「評定者印」，「評定項目」，「着

眼点」，「特記事項」，「総合評定」，「人物総評」等で構成されている。Ｂ

面接の評定票（以下「Ｂ面接評定票」という。）は，「特記事項」を除き，

Ａ面接と同様の項目のほか，「聴取事項」を加えた内容で構成されている。

Ｃ面接の評定票（以下「Ｃ面接評定票」という。）は，Ａ面接評定票と同

様の項目のほか，「評定」及び「職務経験の内容」を加えた内容で構成さ

れている。Ｄ面接の評定票（以下「Ｄ面接評定票」という。）は，Ａ面接

評定票と同様の項目のほか，「評定」及び「聴取事項」を加えた内容で構

成されている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち，Ａ面接評定票については，「着眼点」

及び「特記事項」，Ｂ面接評定票については，「着眼点」及び「聴取事項」，

Ｃ面接評定票については，「着眼点」，「評定」及び「特記事項」，Ｄ面接

評定票については，「着眼点」，「評定」，「聴取事項」及び「特記事項」に

係る情報を不開示とし，その理由は，上記第４の６(2)から(4)までのと

おり説明している。 

ウ 当審査会において，本件対象文書Ｆを見分したところ，「着眼点」に係

る不開示部分には，評定項目の評価の観点に対応した評定区分とその評
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価方法に関する情報が，「聴取事項」に係る不開示部分には，受験者から

聴取する項目とその内容が，「特記事項」に係る不開示部分には，評定に

当たっての総括的な観点に関する情報が，「評定」に係る不開示部分には，

評定項目に対応した評定区分に関する情報が記載されるとともに，それ

ぞれの評定結果や聴取結果を記載するための欄が設けられていた。 

「聴取事項」に係る不開示部分には，受験者から聴取する項目とその

内容が記載されており，その内容としては，面接試験において通常想定

され得るものも含まれてはいるものの，これらの情報を事前に入手でき

る場合，受験者は，質問されるという前提で，あらかじめ準備して面接

試験に臨むことが可能となる。 

そうすると，限られた時間の中で，受験者の資質等を多面的に評価す

るという面接試験の趣旨が損なわれると考えられるため，「聴取事項」に

係る不開示部分を公にすると，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の確

保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難

にするおそれがあると認められる。 

次に，「着眼点」及び「評定」に係る不開示部分は，確かに，評価の方

法に係る情報ではあるものの，面接のような試験項目であれば想定され

る範囲内の内容であり，また，どの程度の応答内容であれば，いずれの

区分と評価されるのかといった基準や評定項目ごとの重み付けは明ら

かになっていない。そして，これらに対応した評定結果を記載するため

の欄は，単なる記載欄にすぎない。 

次に，「特記事項」に係る不開示部分のうち，評定に当たっての総括的

な観点に関する情報については，面接のような試験項目においては一般

的なものと認められ，「特記事項」に対応した評定結果を記載するための

欄は，単なる記載欄にすぎない。 

そうすると，「着眼点」，「評定」及び「特記事項」に係る不開示部分を

公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を

及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそ

れがあるとは認められない。 

したがって，本件対象文書Ｆのうち，「聴取事項」に係る不開示部分は，
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条例第10条第６号に該当し不開示とすることが妥当であるが，「着眼点」，

「評定」及び「特記事項」に係る不開示部分は，開示すべきである。 

(7) 模擬授業試験評定票 

ア 本件対象文書のうち模擬授業試験評定票（以下「本件対象文書Ｇ」と

いう。）は，第２次選考試験，現職教員を対象とした特別選考試験及びグ

ローバル人材を対象とした特別選考試験における模擬授業の評定結果

を記載するため，実施機関が作成した書式である。 

本件対象文書Ｇは，「受験番号」，「評定者印」，「校種等」，「教科（科目）」，

「氏名」，「男・女」，「評定項目」，「着眼点」，「総合評定」，「総評」等で

構成されている。 

イ 実施機関は，これらの情報のうち「着眼点」及び「総評」の一部に係

る情報を不開示とし，その理由は，上記第４の７(2)から(3)までのとお

り説明している。 

ウ 当審査会において，本件対象文書Ｇを見分したところ，「着眼点」に係

る不開示部分には，評定項目の評価の観点に対応した評定区分に関する

情報が記載されるとともに，評定結果を記載するための欄が設けられて

いた。また，「総評」に係る不開示部分には，評定に当たっての総括的な

観点に関する情報が記載されていた。 

「着眼点」に係る不開示部分は，確かに，評価の方法に係る情報では

あるものの，上記(6)ウの判断と同様に，面接のような試験項目であれば

想定される範囲内の内容であり，また，どの程度の応答内容であれば，

いずれの区分と評価されるのかといった基準や評定項目ごとの重み付

けは明らかになっていない。そして，評定結果を記載するための欄は，

単なる記載欄にすぎない。 

次に，「特記事項」に係る不開示部分は，面接のような試験項目におい

ては一般的な記載内容と認められる。 

そうすると，これらを公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な

採用事務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実

の把握を困難にするおそれがあるとは認められない。 

したがって，本件対象文書Ｇに係る不開示部分は，開示すべきである。 
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(8) グループワーク実施要領，面接試験（集団面接）実施要領，模擬授業試

験実施要領及び面接試験（個人面接）実施要領 

ア 本件対象文書のうち，グループワーク実施要領は，第１次選考試験の

試験項目であるグループワークを実施するために，面接試験（集団面接）

実施要領は，第１次選考試験の試験項目である面接試験（集団面接）を

実施するために，模擬授業試験実施要領は，第２次選考試験，現職教員

を対象とした特別選考試験及びグローバル人材を対象とした特別選考

試験の試験項目である模擬授業試験を実施するために，面接試験（個人

面接）実施要領は，第１次選考試験，第２次選考試験，現職教員を対象

とする特別選考及びグローバル人材を対象とした特別選考試験の試験

項目である面接試験（個人面接）を実施するために，実施機関が作成し

た文書であり，各実施要領は次のような情報で構成されている。 

(ｱ) グループワーク実施要領（以下「本件対象文書Ｈ」という。） 

「実施方法」，「実施手順」，「評定について」等 

(ｲ) 面接試験（集団面接）実施要領（以下「本件対象文書Ｉ」という。） 

「実施方法」，「評定及び判定」，「質問例」等 

(ｳ) 模擬授業試験実施要領（以下「本件対象文書Ｊ」という。） 

「方法」，「評価及び評定」，「模擬授業委員の対応」等 

(ｴ) 面接試験（個人面接）実施要領（以下「本件対象文書Ｋ」という。） 

「実施方法」，「評定及び判定」，「質問事例」等 

イ 実施機関は，本件対象文書Ｈ，本件対象文書Ｉ，本件対象文書Ｊ及び

本件対象文書Ｋ（本件対象文書Ｈから本件対象文書Ｋまでを総称して以

下「本件実施要領」という。）を全て不開示とし，その理由は，上記第４

の８(2)，９(2)，10(2)及び11(2)のとおり説明している。 

ウ 当審査会において，本件実施要領を見分したところ，確かに，本件実

施要領には，各々の試験を実施する上で，試験委員が行う具体的な評価

方法や試験の進め方等が記載されており，こうした情報が逐一開示され

ることになると，受験者の資質や教員としての適性を正確に把握するこ

とが困難となり，実施機関の公正かつ円滑な採用事務の確保に支障を及

ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれ
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があることは否定できない。 

一方で，本件実施要領には，次のような情報も含まれている。 

(ｱ) 本件対象文書Ｄ，本件対象文書Ｅ，本件対象文書Ｆ及び本件対象文

書Ｇとして部分開示されている各評定票 

(ｲ) 本件対象文書Ｄ，本件対象文書Ｅ，本件対象文書Ｆ及び本件対象文

書Ｇの中で開示されている評定項目，評価の観点等 

(ｳ) 本件対象文書Ｂで開示されている評定者の職種及び人数 

(ｴ) 受験者向けの実施要領で公表されている試験実施日，試験会場等 

このように，本件実施要領には，他の本件対象文書や受験者向けの実

施要領において既に公になっている情報が含まれている。 

実施機関に対し，この点について確認したところ，実施機関からは，

本件実施要領に記載されている内容については，全ての部分に試験内容

を示す要素が含まれており，これらは一体のものと考えている旨の回答

があった。 

条例第11条第１項は，「実施機関は，開示請求に係る行政文書に不開示

情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において，不開示情報が

記録されている部分を容易に，かつ，開示請求の趣旨を損なわない程度

に分離することができるときは，当該不開示情報が記録されている部分

を除いて，当該行政文書の開示をしなければならない」としている。 

この規定は，行政文書は「原則開示」との広島県の情報公開制度の趣

旨から，開示請求のあった行政文書の一部に不開示情報に該当する情報

が記録されている場合において，不開示情報に該当する部分を容易に，

かつ，開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは，当該不開

示情報に該当する部分以外の部分について行政文書の開示をすること

を定めたものである。このため，条例第10条の「不開示情報」に該当す

る行政文書であっても，条例第11条の「部分開示」のできる要件を満た

す場合には，その部分を開示する必要がある。 

そうすると，上記(ｱ)から(ｴ)までの情報は，既に公になっている情報

であり，また，本件実施要領に記載されている各試験の実施目的や項目

見出しの情報については，具体的な評価の方法に係る情報といえないこ
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とから，これらを公にしたとしても，実施機関の公正かつ円滑な採用事

務の確保に支障を及ぼすおそれ及び採用事務に関し正確な事実の把握

を困難にするおそれがあるとは認められない。 

また，これらの情報と上記の不開示情報に該当する部分を容易に，か

つ，開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できないということはでき

ない。 

したがって，本件実施要領に係る不開示部分のうち別表の「開示が妥

当であると判断する部分」に記載している部分については開示すべきで

ある。 

 

３ 結論 

よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は，別記のとおりである。 

  



- 29 - 

 

別表 当審査会において開示が妥当であると判断する部分 

対象文書 ページ等 開示が妥当であると判断する部分 

第１次選考試験選考基準

（令和２年度（令和元年

度実施）広島県・広島市

公立学校教員採用候補者

選考試験≪第１次選考試

験合格者選考基準≫） 

１ ・ 「３ 配点」の全て 

・ 「４ 個人面接，集団面接及びグループ

ワークの評定」の全て 

・ 「６ 一定の基準に達しない場合につい

て」の１行目から２行目まで 

第２次選考試験選考基準

（令和２年度広島県・広

島市公立学校教員採用候

補者選考試験≪第２次選

考試験採用候補者名簿登

載者選考基準≫） 

１ ・ 「３ 配点」の全て 

２ ・ 「４ 面接試験及び模擬授業の評定」の

全て 

・ 「６ 一定の基準に達しない場合につい

て」の１行目から４行目まで（ただし，

３行目の４文字目から４行目の７文字目

までの部分を除く。） 

実技評価表 － ・ 「得点」の全て（英語科実技に係る実技

評価表については「TOTAL」の全て） 

・ 「評価」の全て 

グループワーク評定票 － ・ 全て 

面接試験（集団面接）評

定票 

－ ・ 全て 

面接試験（個人面接）評

定票 

－ ・ 「着眼点」の全て 

・ 「評定」の全て 

・ 「特記事項」の全て 

模擬授業試験評定票 － ・ 全て 

グループワーク実施要領 表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から７行目まで 

６ ・ １行目 

11 ・ １行目から18行目まで 
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対象文書 ページ等 開示が妥当であると判断する部分 

・ 29行目 

12 ・ 32行目 

14 ・ １行目から３行目まで 

15～20 ・ 試験会場図中の学校名 

21 ・ グループワーク評定票の全て 

面接試験（集団面接）実

施要領 

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から７行目まで 

２ ・ １行目 

・ 12行目 

３ ・ １行目から２行目まで 

・ ３行目からの表のうち１列目の全て及

び２列目の１行目 

４ ・ １行目 

・ 11行目 

・ 下から３行目 

９～10 ・ 面接試験（集団面接）評定票の全て 

11 ・ １行目から３行目まで 

12～13 ・ １行目から４行目まで 

16～17 ・ 試験会場図中の学校名 

模擬授業試験実施要領

（第２次選考試験に係る

実施要領） 

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から18行目まで 

・ 31行目 

２ ・ １行目の１文字目から10文字目 

・ 14行目 

・ 31行目 

３～５ ・ 模擬授業試験評定票の全て 

６～８ ・ 試験会場図中の学校名 
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対象文書 ページ等 開示が妥当であると判断する部分 

模擬授業試験実施要領

（現職教員等を対象とし

た特別選考に係る実施要

領） 

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から19行目まで 

・ 27行目 

２ ・ １行目の１文字目から10文字目まで 

・ 13行目 

・ 30行目 

３～５ ・ 模擬授業試験評定票の全て 

６ ・ 試験会場図中の学校名 

面接試験（個人面接）実

施要領（社会人等を対象

とした特別選考に係る実

施要領） 

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から10行目まで 

・ 11行目の１文字目から６文字目まで 

・ 12行目の１文字目から６文字目まで 

・ 13行目から14行目まで 

・ 27行目 

３ ・ １行目の１文字目から７文字目まで 

・ 下から25行目 

・ 下から７行目 

６ ・ １行目 

９ ・ １行目から２行目まで 

10～11 ・ 面接試験（個人面接）評定票の全て 

12 ・ １行目から３行目まで 

13 ・ １行目から４行目まで 

14～15 ・ 試験会場図中の学校名 

面接試験（個人面接）実

施要領（第２次選考試験

に係る実施要領） 

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から８行目まで 

・ ９行目の１文字目から12文字目まで 

・ 10行目から13行目まで 

・ 38行目から47行目まで 
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対象文書 ページ等 開示が妥当であると判断する部分 

２ ・ １行目から６行目まで 

３ ・ ９行目 

６ ・ １行目 

14 ・ 13行目 

15～20 ・ 面接試験（個人面接）評定票の全て 

21～22 ・ 面接試験（個人面接）評定票のうち「聴

取事項」の部分以外の部分 

23 ・ 試験会場図中の学校名 

面接試験（個人面接）実

施要領（現職教員を対象

とした特別選考に係る実

施要領） 

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から５行目まで 

・ ６行目の１文字目から６文字目まで 

・ ７行目の１文字目から６文字目まで 

・ ８行目 

・ ９行目の１文字目から６文字目まで 

・ 10行目の１文字目から６文字目まで 

・ 11行目から12行目まで 

・ 29行目から41行目まで 

３ ・ ４行目 

５ ・ １行目 

11 ・ １行目 

12～13 ・ 面接試験（個人面接）評定票のうち「聴

取事項」の部分以外の部分 

14～15 ・ 面接試験（個人面接）評定票の全て 

16 ・ 試験会場図中の学校名 

面接試験（個人面接）実

施要領（グルーバル人材

を対象とした特別選考

表紙 ・ 全て 

１ ・ １行目から６行目まで 

・ ７行目の１文字目から６文字目まで 

・ ８行目の１文字目から６文字目まで 
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対象文書 ページ等 開示が妥当であると判断する部分 

【教職経験者（英語）】

に係る実施要領） 

・ ９行目 

・ 10行目の１文字目から６文字目まで 

・ 11行目の１文字目から６文字目まで 

・ 12行目から13行目まで 

２ ・ １行目から26行目まで 

３ ・ 40行目 

４ ・ １行目 

・ 26行目 

６ ・ 20行目 

９ ・ 16行目 

10～13 ・ 面接試験（個人面接）評定票のうち「聴

取事項」の部分以外の部分 

14 ・ 試験会場図中の学校名 
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別 記 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

令和２年11月26日 ・諮問を受けた。 

令和３年６月24日 

(令和３年度第３回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和３年７月21日 

(令和３年度第４回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和３年８月20日 

(令和３年度第５回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和３年９月24日 

(令和３年度第６回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和３年10月21日 

(令和３年度第７回第２部会) 

・実施機関から意見を聴取した。 

・諮問の審議を行った。 

令和３年11月25日 

(令和３年度第８回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和３年12月23日 

(令和３年度第９回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和４年１月27日 

(令和３年度第10回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 
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